
２.農村型地域運営組織(農村ＲＭＯ)とは
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中山間地域の保全に向けた農村型地域運営組織（農村ＲＭＯ）のイメージ
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農村型地域運営組織（農村ＲＭＯ）※１

※１ 農村型地域運営組織（農村ＲＭＯ ：Region Management Organization ）
複数の集落の機能を補完して、農用地保全活動や農業を核とした経済活動と併せて、

生活支援等地域コミュニティの維持に資する取組を行う組織。
農村型地域運営組織（農村ＲＭＯ）は、地域運営組織（ＲＭＯ）※２の一形態と整理。
農林水産省では、令和４年度に「農村型地域運営組織（農村ＲＭＯ）形成推進事業」

を創設し取組を推進。

取組

○ 中山間地域等では、高齢化・人口減少の進行により、農業生産活動のみならず、地域資源（農地・景観等）の
 保全や生活環境（買物・子育て等）の維持など、集落維持に必要な取組を行う機能が弱体化。
○ このため、地域コミュニティ機能の維持・強化に向けて、集落協定や農業法人など農業者を母体とした組織と、
 自治会、社会福祉協議会など多様な地域の関係者が連携して協議会を設立し、農用地保全や生活支援等を実施。

※２ 地域運営組織（ＲＭＯ）
地域の暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心となっ

て形成され、地域内の様々な関係主体が参加する協議組織が
定めた地域経営の指針に基づき、地域課題の解決に向けた取
組を持続的に実践する組織。【総務省HPより】
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協議会

（
地
域
住
民
の
共
通
認
識
）

地
域
の
将
来
ビ
ジ
ョ
ン

地域資源の活用 生活支援

・農産物の加工・販売
・直売所の運営
・農家レストランの

運営
・農業体験交流
・景観の活用
・歴史・文化の活用

（祭り、古民家、
寺院等）

など

・買物支援
（販売所の開設、

移動販売等）
・高齢者等の支援

（宅配、見守り等）
・子育て支援

など

農用地保全

・水路の清掃、草刈り
・農道等の管理
・鳥獣被害防止対策
・遊休農地の活用方法

の検討
・粗放的な土地利用

など

自治会・町内会
婦人会・ＰＴＡ
社会福祉協議会

など

集落協定
集落営農
農業法人

など

『農業者を母体
とした組織』

『多様な地域
の関係者』

農村RMOの形成は、次のものが一般的である。
〇「農業者を母体とした組織」が、「多様な地域の関係者」
と連携するもの
〇「農業者を母体とした組織」が、活動内容を発展させ
「生活支援」の取組を行うもの
〇「多様な地域の関係者」が、農用地保全に着手するもの



公民館

パターン② 農業者を母体とした組織が、活動内容を発展させ、
農村ＲＭＯに発展。

A集落

･水路の清掃・草刈り
･農道等の管理
･農村景観の保全 等

活動が発展

農村ＲＭＯ

農用地保全活動

B集落 C集落

中山間地域等
直接支払組織など

･買物支援
･移動支援
･高齢者福祉 等

生活支援活動

･農家レストラン
･農産物加工販売
･体験交流事業 等

地域資源活用

社会教育活動と連携した
地域で支え合うむらづくり

農業者を
母体とした組織

パターン① 農業者を母体とした組織が、地域の関係者にアプ
ローチすることで農村ＲＭＯに発展。

連携し
農村ＲＭＯに

発展

農村ＲＭＯ

社会福祉協議会

･買物支援
･移動支援
･高齢者福祉 等

生活支援活動

地域運営組織

自治会 等
公民館A集落

･水路の清掃・草刈り
･農道等の管理
･農村景観の保全 等

農用地保全活動

B集落 C集落

中山間地域等
直接支払組織など

農業者を
母体とした組織 地域の関係者

パターン③ 地域の関係者が、中山間地域等直接支払の集落協定
等にアプローチすることで農村ＲＭＯに発展。

A集落

･水路の清掃・草刈り
･農道等の管理
･農村景観の保全 等
（A集落・C集落は活動が
停滞し、連携が取れない）

高齢化で悩む
集落をサポート

農村ＲＭＯ

農用地保全活動

B集落 C集落

中山間地域等
直接支払組織など

農業者を
母体とした組織

人材等の支援

社会福祉協議会

･買物支援
･移動支援
･高齢者福祉 等

生活支援活動

地域運営組織

自治会 等
公民館

地域の関係者

農村型地域運営組織（農村ＲＭＯ）形成のアプローチ【主な３つの例】
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〇 地域運営組織（ＲＭＯ）のうち、
農業者を母体とした組織（農に関する活動を行う組織）が
農村型地域運営組織（農村ＲＭＯ）であるとしており、
農村RMOモデル形成支援の実施地区では既存の組織を

活用することが多く、新しい組織の立ち上げを必須とする
ものではありません。

〇 また、この他、地元有志が新たに組織を立ち上げるパターン等も

ありますが、農村ＲＭＯを形成するまでの過程は地域状況等に
応じて多種多様であるため、地域住民の皆様による十分な

    話合いが必要不可欠となります。



農村型地域運営組織（農村ＲＭＯ）の活動プロセス【新しく立ち上がっていく場合のイメージ】
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【年数】

・共通認識を持つ
・主体性の発揮

立ち上げ期 定着期

農村ＲＭＯの立上げをコーディネート 組織運営や取組実施の円滑化
地域をサポートする中間支援組織の育成

取組拡大に向けた
専門的なアドバイス（技術面・経営面）

・農村ＲＭＯに向けた体制づくり

【伴
走
支
援
】

形成期

有志による話合い

将来ビジョン

ワークショップによる合意形成

イベントを通じた
農村関係人口の創出・拡大将来ビジョンの検討 農用地保全の実証

地域課題の把握

高齢者の移動を支援

地域特産物販売による
収益確保

ドローン防除作業の受託

地域住民による
農用地の保全

事務局職員の安定雇用

・農村ＲＭＯの活動継続

・将来ビジョンの策定
・農用地保全、地域資源活用、生活支援
に関する調査、計画策定、実証事業等

・活動する体制の安定化により、攻めの取組にチャレンジ
・様々な課題に対応するために、事業が多角化
・参画者の多角化（様々な世代の人、地域内外の人）

・持続的な活動に
向けて発展

・農村ＲＭＯの活動に着手
・農村ＲＭＯの裾野の拡大

・農村ＲＭＯモデル地区の形成
・優良事例の横展開

市町村、都道府県、関係府省と連携したサポート体制を構築
中間支援組織の育成等を通じた都道府県単位における伴走支援体制の構築、各地域の取組に関する情報・知見の蓄積・共有、研修等を行う全国プラットホームの整備
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